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前回委員会でのご意見に対する補足説明資料

平成２８年１０月１４日
電力広域的運営推進機関

第９回調整力及び需給バランス評価
等に関する委員会 資料２－１



2補足説明項目

ご意見 ご説明

1 需給検証の位置づけ（供給計画との棲み
分け）

2 巌気象需要（猛暑、厳寒H1需要）の定義と
想定手法

電源入札等の検討開始の判断のため需給バランス
評価の手法と合わせて検討する。

3 供給計画における需要想定での節電分の
想定方法

需要想定で用いる節電、省エネルギー等の用語の
定義について今後検討を行う。
現在の需要想定では、供給区域全体をマクロ的な観
点から需要を想定しているが、供給区域ごとの事情
として人口動向や需要実績の傾向、個別需要家の
稼働状況などを踏まえ想定しており、その中の一つ
の要素として節電や省エネルギーなどの需要の減少
が反映している。

4 運用停止した電源の計上方法 実績の評価において、当日需給バランス上不要なた
め運用停止したことによる減分がわかるように、内訳
を記載した。

5 太陽光供給力の想定について今後どのよ
うにすべきか

電力需給検証において実績が想定を上回っているこ
とに対して供給力への織り込みとしてのL５評価に加
えて、どのようなデータを示すことができるかを検討
する。

１．需給検証の位置付け

２．エリア別供給力の算定方法について



3１．電力需給検証の位置付け（これまでの経緯）

2011年3月 東日本大震災直後の計画停電

 東京電力管内で最大1000万kWの供給が不足する見通しとなったことから、計画停電を実施。

2011年度夏季の節電要請及び電力使用制限令

 東北、東京、関西電力管内について数値目標付きの節電を要請。

 更に需給ギャップの大きい東北、東京電力管内については、大口需要家を対象に、電気事業法に基づく電
力使用制限令を発令。

「需給検証委員会」の設置

 電力需給見通しのレビューを行うに当たり、第三者から客観的に確認・検証することを通じて、透明性・信頼
性を高めることを目的として、2012年4月、電力需給に関する検討会合及びエネルギー環境会議の下に「需
給検証委員会」を設置。

「電力需給検証小委員会」の設置

電力需給対策の基礎となる電力需給の見通し等について、公平性・透明性を確保しつつ検証を行うことを目
的に、2013年3月、総合資源エネルギー調査会総合部会の下に「電力需給検証小委員会」を設置。 2013年
10月、審議会等の組織見直しに伴い、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会の下に改めて設置。

広域機関に移管

対象を旧一般電気事業者に限定せず、エリア全体の需給の検証を行うという観点から、2016年8月、需給検
証作業の場を広域機関に移管することが総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力基本政策
小委員会及び基本政策分科会電力需給検証小委員会合同会議で決定。



4（参考）供給計画から実需給断面での需給監視までの流れ

 広域機関は、全電気事業者が提出する供給計画を取りまとめる。

 その取りまとめ結果等に基づき、１０年前から毎年度、想定した需要に対して適正な供給力が全国大で確保されて
いるのか需給バランス評価及び需給変動リスク分析を行っていく。

 需給バランス評価等の結果、ある時点において、供給力不足が見込まれる場合等には、その時点までに、電源入
札等の手段により、供給力を確保し、安定供給を確保していく。

 その上で、実需給断面においては、全国大の需給状況を常に監視し、需給がひっ迫した場合またはその懸念があ
る場合には、これを改善するため、需給調整を行っていく。

平常時の需給監視
需給状況ひっ迫時等における指示

3ヶ月
前

１年前２年前３年前４年前５年前１０年前 ・・・・・・・・・・・

需給バランス評価と
需給変動リスク分析

電源入札等

供給力不足の
見込み等

供給計画の取りまとめ

電力需給検証

当日

 広域機関では今回電力需給検証作業は資源エネルギー庁よりタスクアウトされ、今年度の夏季実
績および冬季見通しの検証作業を行った。



5（参考）今年度の供給計画や電源入札等の検討開始の判断の評価等との違い

 今回広域機関で作業を行った電力需給検証と、供給計画と電源入札検討開始を判断するための需給バランス評価の
位置付けは以下の通り

供給計画とりまとめ・大臣送付 電源入札等の検討開始の判断 電力需給検証

実施時期 前年度３月末
今年度はＨ２８年度分について

６月末実施
（第２年度～１０年度分は年内に実施）

夏季の振り返りと
冬季の見通しを１０月に実施

対象期間 次年度以降１０年間 同左 今年度の夏季と冬季

評価内容

・受領した供給計画（需要想定及び供給
力算定）の適切性、広域系統長期方
針・広域系統整備計画との整合性を確
認

〔需給バランス評価〕
・適正な供給力の確保状況を確認

〔需給バランス評価〕
・供給計画で捕捉できない供給力のうち
期待可能な供給力も考慮
（例：火力過負荷運転など）

〔需給変動リスク分析〕
・社会情勢や電源構成等を鑑み、個別に
注視すべきリスク要因を抽出し、必要
に応じ考慮

〔需給バランス評価〕
・供給計画で捕捉できない供給力のうち
期待可能な供給力も考慮
（例：火力過負荷運転なと）

判断基準

・需要想定要領、供給計画に関する国の
ガイドライン、広域系統長期方針、広域
系統整備計画

〔需給バランス評価〕

・平年Ｈ３需要に対する基準

〔需給バランス評価〕

・平年Ｈ３需要に対する基準

〔需給変動リスク分析〕

・厳気象Ｈ１需要に対する基準

〔需給バランス評価〕

・厳気象Ｈ１需要に対する基準

確認事項
・実運用の観点からN-1故障等に対して
どの程度のリスクがあるかを確認 同左

課題

・小売電気事業者の供給力確保の実効
性について

・稀頻度リスクへの対応について 他

・需給変動リスク分析における厳気象
（猛暑・厳寒）の定義と想定手法の確立

.・.需要想定における、太陽光発電の自
家消費分の考慮方法の見直し 他

・小売電気事業者が確保する供給力の

評価方法について



6
２．エリア別供給力の算定方法について
（小売電気事業者供給力の活用）

 エリア別供給力は、エリア外供給力も含めて計上している各小売電気事業者の供給力を積み上げるこ
とにより集計しているが、小売電気事業者の契約先である主な発電事業者に対して報告徴収を行い、
電源別供給力についても併せて確認している。



7

（以下参考） ８月３０日電力基本政策小委員会資料



8（参考）８月３０日電力基本政策小委員会資料
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